
 

令和７年度 

豊田市区長会 第３回 役員会 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時  令和７年５月２８日（水） 午後２時から 

場 所  豊田市役所 南庁舎５階 南５１会議室 

 

区長会シンボルマークの趣旨 

 

このシンボルマークは､ 

「人づくり・まちづくり・幸せづくり」

をひとつひとつの輪に託し、心を合わせ

て伸びていくことを表現しています 

市民の誓いシンボルマークの趣旨 

 

「豊田市の花『ひまわり』の種をモチー

フに、本文の５項目を明るいラインで表

し、実践活動を通して、わたくしたち市

民の手で、豊田市を未来に向かって育て

伸ばそう」という意味を表しています。 

このシンボルマークは､市の花「ひまわ

り」のなかに５つの誓いを５本の指で表

現しています。 

 
 



次 　第

ページ

報告
内容

・別紙のとおりです。

依頼
内容

・地区区長会日程の確認を行い修正があれば区長会事務局へご連絡くだ
さい。

ページ

報告
内容

・別紙のとおりです。

報告
内容

・別紙のとおりです。

報告
内容

・別紙のとおりです。

報告
内容

別紙のとおりです。

ページ

報告
内容

・状況は別紙のとおりです。
・事故報告書等は早めに提出をお願いします。
※事故報告書は原則５日以内です。すぐに事故報告書を提出できない場
合は、事故後直ちに支所又は区長会事務局へご一報ください。

1
―

４　区長会　報告・確認・協議事項

3

2

1
役員会・総務委員会合同研修会について

2

3

4

5
―

地区区長会運営費及び費用弁償の支払いについて

2

５　共済会運営委員会 報告事項

1

今期見舞金の支給状況について

豊田市区長会総会の開催結果について

回覧板の作製について

―

―

別
紙

別
紙―

警察署と地区区長会との連携について

―

【司会　辻副会長／場所　市役所南庁舎５階　南５１会議室】

２　会長　挨拶

３　豊田警察署 報告・説明

1
犯罪発生状況・交通事故発生状況について

別
紙―

倉橋会計１　豊田市民の誓い唱和



資料
番号

依頼
内容

・身障協会福祉事業回覧にご協力をお願いします。
・回覧文書等は担当者が直接自治区へ持参します。
【連絡先】豊田市身障協会（電話：31-2941）

報告
内容

受講者が決定したため、別表のとおり報告します。
【連絡先】豊田市社会福祉協議会　共生推進課（電話：31-1294）
　　　　　※日・月曜および祝日は休業です。

依頼
内容

 人権擁護委員候補者の地元推薦について、該当の地区区長会長に
ご協力をお願いいたします。
【連絡先】市民相談課（電話：34-6626 FAX：31-8252）

依頼
内容

推薦書を記入し、地区区長会長へ提出してください。
（地区ごと個人１名、団体１つ以内）
【推薦期限】
　区長から地区区長会長へ･･･地区区長会長が定めた日まで
　地区区長会長から交通安全防犯課へ･･･8月27日（水）まで
【表彰式】
　愛知県 令和8年1月21日（水）予定
　豊田市 令和8年1月31日（土）予定
【連絡先】豊田市交通安全市民会議（交通安全防犯課内）
　　　　　電話：34-6633/FAX：32-3794

豊田市身障協会

６　豊田市等からの依頼・情報提供事項

2
ー

1
-

2

とよた市民福祉大学（第１０期）について 社会福祉協議会

1

豊田市身障協会福祉事業回覧のお願い

交通安全防犯課

44

3
ー

愛知県交通安全県民大会及び豊田市交通安全市民大会における表彰候補者等の推薦について

3

人権擁護委員候補者の推薦について 市民相談課



・・・ 6

区長会として市に要望したいこと、自治区運営で困っていて他自治区に聞きたいこと

９　その他

（１）第32回　豊田市区長会ゴルフコンペについて ･･････ 別紙

（２）木下大サーカスの公演について ･･････ 別紙

【第４回役員会】　　６月２５日（水）　１４：００～　　市役所南庁舎５階　南５1会議室

８　意見交換

７　６月区長便のお知らせ



 

 

日  程    ７月１７日（木） 

集合時間    ７月１７日（木） ８：１５（予定） ※別途、正式に通知します。 

解散時間     ７月１７日（木）１７：００ごろ 

集合解散場所  スカイホール駐車場（P５） 

 

＝視察先＝ 

・大野木長寿村まちづくり会 

   高齢者の困りごと支援（修理、草刈り、相談）、付き添い支援サービスや移動売店など、集

落の課題解決に取り組んでいる。活動内容の説明を聞き、情報交換、現地訪問等を実施する予定。 

   

＝主な行程＝（現在調整中） 

７月１７日 

（木） 

 ８時３０分 スカイホール駐車場発 

１０時３０分～ １１時４５分 大野木長寿村まちづくり会【視察】 

１２時３０分～ １４時４５分 昼食・長浜市内（黒壁スクエアー）散策 

 １７時００分 スカイホール到着・解散 

※研修参加費 ３,０００円を、当日いただきます。 

※別途、正式な案内文書としおりを送付します（出席者のみ）。 

※出欠確認票を、６月１０日（火）までにご提出ください。（できるだけ速やかにご提出い

ただけますと幸いです。） 

 

豊田市では、ネクタイを外して、ジャケットを脱ぐ「夏季の軽装（クールビズ）」を推進

しています。当日は、ノーネクタイ、ノー上着など、軽装でお越しください。 

【問合せ先】 豊田市区長会事務局（豊田市役所地域交流課内）中山・田中 

電話 ３４－６６２９  ＦＡＸ ３５－４７４５ 

●区長会役員会・総務委員会合同視察研修会について 
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令和７年度 豊田市区長会総会の開催結果について 

 

１ 日  時  令和７年５月１０日（土） １０時３０分～１１時４５分 

 

２ 会  場  豊田市民文化会館 小ホール 

 

３ 出席状況  会員総数２９８名中 ２７０名 

（出席者１７４名、委任状９６名） 

  

４ 来  賓  豊田市長      太田 稔彦 様 

         豊田市議会議長   羽根田 利明 様 

         豊田警察署長    木村 紀夫 様 

足助警察署長    馬場 信幸 様 

社会福祉協議会会長 安田 明弘 様 

 

５ 議  事 （１）議長の選出 美里地区 御立自治区 北村 猛志 区長 

        （２）議案の審議結果 

 第１号議案～第９号議案まで原案どおり承認 

 

 ６ 質 問 等  なし 

Ｎｏ． 
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区長会役員会 資料 

令和７年５月２８日 

区長会役員 各位 

 

回覧板の作製について 
 

このことについて、下記のとおり作製を予定しておりますのでお含みおきください。 

 

記 

 

１ 作製数     ３，２００枚 

（令和７年度市内回覧数×１／４（３，１７４枚）＋予備） 

※各自治区には回覧数の１／４数を配付します。 

 

２ スケジュール（案）   

時期 実施内容 

 ７月 契約 

９～１０月 各支所に納品後、各自治区へ配付 

            

３ 配布方法   ・作製した回覧板は地区ごとに分け、各支所に納品 

         ・各支所担当者と地区区長会にて相談の上、各自治区へ配付 

 

 ４ そ の 他   ・令和元年度に役員会で検討され、共済会予算で対応できる「各自治

区回覧数×１/２」を毎年度作製・配付（組長袋作製年度（５年に

一度）を除く）することとしていましたが、返却いただくことも多

いため、配布数を見直し、本年度は「各自治区回覧数×１/４」を

配布します。 

          ・原則、年度内における追加の配付はありません。回覧数の増加等、

追加配付の必要が生じた場合のみ、支所または事務局に御相談くだ

さい。            

【参考】＜豊田市区長会共済会会則＞１６条４項 

  ４  余剰金については、住民自治の振興による会員の福利厚生に活用できるものとする。

ただし、この場合の限度額は原則として毎年度の会費収入見込額の１／４以内とし、

それを上回る場合は準備金会計に積み立てることができる。 

 

 

組長袋 9,000 枚：3,158,100 円（R３実績・消費税込） 

回覧板 5,620 冊：3,146,638 円（R６実績・消費税込） 

 

 
令和７年度会費額 14,656,900 円の４分の１⇒3,664,225 円 
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令和７年６月１０日 

〇〇自治区長 

〇〇 〇〇 様 

 

回覧板の配付について（御報告） 
 

 

各自治区で活用されている回覧板について、下記のとおり配付してまいりますので、お含

みおきください。 

 

記 

 

１ 配付方法 

各自治区に回覧数の約１/４を配付します。 

（自治区内の回覧数が増えたときのみ、追加で配付します。） 

 

２ 配付予定数 

貴自治区には令和７年度  冊の回覧板を配付予定です。 

 

３ スケジュール（予定） 

時期 実施内容 

７月～ 作製 

９月～１０月 各支所に納品後、各自治区へ配付 

 ※配付方法は、各支所担当者から相談させていただきます。 

※スケジュール等に変更があった場合は、支所を通して御連絡します。 

 

 

≪連絡先≫ 

豊田市区長会事務局 

（豊田市役所地域交流課内） 

Tel ３４－６６２９ 

Fax ３５－４７４５ 

６月区長便 
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令和７年度 豊田市区長会共済会 

 

第 ３ 回  運 営 委 員 会 

 

１ 見舞金の支給について 

該 当 期 間 
今期支給状況 前年同期状況 

件数 支給額（円） 件数 支給額（円） 

5 月 1 日 ～ 5 月 3 1 日 3 64,000 2 442,000 

4 月 １ 日 ～ 5 月 3 1 日 3 64,000 5 508,600 

１件あたりの平均支給額 ― 21,333 ― 84,767 

２ ５月の見舞金支給の内容 

№ 自治区名等 見舞金額（円） 行事名等 傷害の内容等 発 生 状 況 

１ 椿 立 ２４，０００ 道路愛護活動 
左第 2.3 中足骨骨

折 

路肩の除草作業中、側溝の落ち葉等を取り除いている

時に側溝内で足を強打し負傷 

２ 高美町 ３４，０００ 事務員の日常事務 仙骨骨折 
購入したコピー用紙を車へ積む際に､車輪止めに足を

引っかけて後ろに転倒し負傷 

３ 平 山 ６，０００ 
カーシェアリング事

業 
打撲（右足甲） 

駐車場の表示板を製作中､電動工具が作業台から落下

し足を負傷 

３  賠償金の支給について 

該 当 期 間 
今期支給状況 前年同期状況 

件数 支給額（円） 件数 支給額（円） 

5 月 1 日 ～ 5 月 3 1 日 0 0 0 0 

4 月 １ 日 ～ 5 月 3 1 日 0 0 0 0 

 

《自治区活動事故報告書について》 

＊ 「事故報告書(損害補償金用)」（様式第２号）と写真（破損個所と車のﾅﾝﾊﾞｰ入り）・見積・車検証のコピ

ー・管理下中事故証明書を添えてすみやかに提出してください。 

《共済会事故報告書について》 

＊ 「事故報告書」（様式第２号）は、原則として事故発生後５日以内に提出してください。 

＊ 疾病、内疾患（熱中症・貧血・立ち眩み等）が原因でお怪我をされても、対象となりません。 

＊ 日にちが経ってから病院へ行かれても、行事とケガの因果関係が分らなくなるため、原則認められなく

なってしまいます。（提出が遅れた場合も同じです） 

 

環境美化等での草刈り機を使用する場合は、周囲の人や車などから、 

１５ｍ以上離れ、物損事故や人身事故が起きないよう十分注意して作業をしてください。 

    また、暑い時期での作業は、飲み物を各自で用意をして水分補給をするよう 注意を促し、 

適宜休憩をとりながら実施してください。 

【問合せ先】区長会事務局 中山 電話 ３４-６６２９ 
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６月区長便送付文書一覧 
 
 

※区長会ホームページ（https://www.toyota-kuchokai.org）でも、資料を掲載しています。 
 

№ 文 書 名 担当課 電話 種類 送付先 

1 「夏の交通安全市民運動」実施他 交通安全防犯課 34-6633 配付 全自治区 

2 豊田市区長会総会の開催結果 豊田市区長会 34-6629 配付 全自治区 

3 
令和７年度豊田市区長会・豊田市区長

会共済会会費の領収書 
豊田市区長会 34-6629 配付 全自治区 

4 回覧板の配付 豊田市区長会 34-6629 配付 全自治区 

5 ぼらんてぃあだより 社会福祉協議会 31-1294 

配付 

又は 

回覧 

旧市内自治区 

6 
令和７年度全国一斉情報伝達訓練の実

施 
防災対策課 34-6750 通知 全自治区 

7 
とよた市民福祉大学(第 10 期)の報告 

（ファイルに同封） 
社会福祉協議会 31-1294 通知 関係自治区 

8 令和７年度 道路・河川愛護作業報告書 
道路維持課 

河川課 

34-6645 

34-6672 
依頼 全自治区 

9 

愛知県交通安全県民大会及び豊田市交

通安全市民大会における表彰候補者等

の推薦 

交通安全防犯課 34-6633 依頼 全自治区 

10 
特殊詐欺被害防止機器購入費補助金制

度チラシ 
交通安全防犯課 34-6633 回覧 全自治区 

 

 

※区長便の空袋は、翌月配達時に回収いたしますのでご協力ください。 

・区長便の空袋は、区長便箱へ入れておいていただくか、お近くの支所へお渡

しください。 

・区長便袋には、送付文書を残さず、必ず空にしてください。 

 （提出物などを入れないようにお願いします。）  

 

 ※回覧数等の変更・訂正がある場合は、支所・地域交流課へご連絡ください。 

 

【地域交流課】電 話：（0565）34－6629  ＦＡＸ：（0565）35－4745 

       メール：chiikikouryu＠city.toyota.aichi.jp 
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Ｍｅｍｏ 

｢人づくり･まちづくり･幸せづくり｣ 



「市民の誓いシンボルマーク」(平成 18 年制定) 
「豊田市の花『ひまわり』の種をモチーフに、本文の５項目

を明るいラインで表し、実践活動を通じて、わたくしたち
市民の手で、豊田市を未来に向かって育て伸ばそう」とい
う意味を表しています。 

 

豊田市民の誓い 
 

 わたくしたちは、七 州
しちしゅう

をのぞむ 美
うつく

しい山河
さ ん が

にかこまれ、 

 輝
かがや

かしい 衣
ころも

の里
さと

の歴史
れ き し

と伝統
でんとう

をうけつぎながら、 

   明日
あ す

に向
む

かって伸
の

びゆく豊田市
と よ た し

の市民
し み ん

です。 

 

    １   緑
みどり

をはぐくみ、川
かわ

を大切
たいせつ

にして、 

豊
ゆた

かな自然
し ぜ ん

を愛
あい

しましょう。 

１   スポーツに親
し た

しみ、教養
き ょ う よ う

を高
た か

めて、 

文化
ぶ ん か

の向上
こ う じ ょ う

につとめましょう。 

    １   元気
げ ん き

で 働
はたら

き、若
わか

い 力
ちから

をそだてて、 

幸
しあわ

せな家庭
か て い

をつくりましょう。 

    １   互
たが

いに助
たす

けあい、 心
こころ

の輪
わ

をひろげて、 

あたたかい町
まち

をつくりましょう。 

１   いのちを尊
とうと

び、きまりを守
ま も

って、 

住
す

みよい社会
し ゃ か い

をつくりましょう。 
                                                  （昭和５３年３月１日制定） 
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令和７年５月２８日 

 

自治区長 様 

 

とよた市民福祉大学           

 学  長    安  田  明  弘 

(社会福祉法人 豊田市社会福祉協議会 会長) 

とよた市民福祉大学運営委員会      

 委 員 長  山  村  史  子 

 

 

「とよた市民福祉大学（第１０期）」について (報告) 

 

平素は本会の事業に対し、格別なるご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、「とよた市民福祉大学（第１０期）」の募集について、自治区内の周知にご協

力いただき、誠にありがとうございました。 

つきましては、受講者が決定いたしましたので、別紙のとおり人数を報告いたしま

す。 

ご承知おきくださいますようお願いいたします。 

 

記 

１ 事業名 

  とよた市民福祉大学（第１０期） 

 

２ 受講決定者 

コース名 受講決定者数 

① 福祉入門コース ２９名 

② 家庭介護コース ４５名 

 

３ その他 

  第９期までの地区別の人数は、別紙をご参照ください。 

 

４ 連絡先 

豊田市社会福祉協議会 共生推進課 担当：都築・駒田 

〒471-0877 豊田市錦町 1丁目 1-1 

電 話 （0565）31-1294（直通）   ＦＡＸ （0565）33-2346 

Ｅメール  vc@toyota-shakyo.jp  休業日 日・月曜日及び祝日 

 
 
 

mailto:vc@toyota-shakyo.jp


 

 
 

 

 
 

 
                     

  
    

       
       
       
    

                          
          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
   

  

21 3 24 3 1 4

9 0 9 6 2 8

12 0 12 6 1 7

12 3 15 9 3 12

13 0 13 9 0 9

8 3 11 2 0 2

15 2 17 15 1 16

13 0 13 4 2 6

8 2 10 6 2 8

11 0 11 1 0 1

6 2 8 2 0 2

9 2 11 2 0 2

9 0 9 2 0 2

15 1 16 4 0 4

232 30 262



 

       
       
       
    

                          
          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
    

    
    
    

    
    

    
    

    
    

    
 

 
     

16 5 21 7 0 7

4 2 6 8 1 9

7 1 8 9 2 11

17 2 19 7 2 9

13 0 13 5 1 6

15 3 18 2 0 2

14 2 16 7 1 8

11 0 11 2 3 5

10 3 13 7 1 8

11 7 18 3 0 3

8 1 9 7 1 8

12 2 14 3 0 3

8 0 8 3 1 4

9 0 9 1 0 1

226 41 267



 資料 3  
 

令和 7 年 5 月 28 日 
 

豊田市区長会役員 様 
 

市民部市民相談課 
課長 伊藤 精 

 
 

人権擁護委員候補者の推薦について（お願い） 
 
 
  日頃は、本市の人権啓発事業にご理解、ご協力をいただき、誠にありがと

うございます。 
さて、人権擁護委員候補者の地元推薦につきまして、該当の地区区長会長

様にお願いし、推薦をいただいております。 
つきましては、今年度も引き続き人権擁護委員候補者の推薦について、該

当する地区区長会長様にご協力をいただきたくお願い申し上げます。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

（問合せ） 
市民相談課 伊藤精、伊藤俊 
電話 ３４－６６２６ 



市民部市民相談課 
人権擁護委員について 

 
１ 人権擁護委員制度 
 人権擁護委員は、昭和２４年６月１日施行の人権擁護委員法で、国民に保障されている基本的
人権を擁護し、自由人権思想の普及高揚を図るため配置されました。そして、国民の基本的人権が侵
されることのないように配慮し、これが侵された場合はその救済のため、すみやかに適切な処置をとることが
その使命とされています。 

・委   嘱︓人格識見が高く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある人を、市長が議会       
の意見を聞いて推薦し、法務大臣が委嘱します。 
委嘱発令日は４月１日、１０月１日 

・任 期 等︓任期は３年（再任可） 
給与の支給はありませんが、活動時間等に応じて国から実費弁償金、市から報償費を 
支払います。 

・年齢要件︓（新任候補者）６８歳以下 
（再任候補者）７５歳未満 
ただし、上限年齢を上回っても相当な事情があれば委嘱可能です。 

・委員性格︓民間人。民生委員など、他職との兼務も可能です。 
・委 員 数︓市内２９人（中学校区毎に１人、足助地区のみ２人※小学校が多いため） 

 
２ 人権擁護委員の活動 

①人権相談                             ＊委員が当番制で相談を受けます 
名古屋法務局豊田支局 月、水、金 10〜16 時 6〜7 回/年 程度 
名古屋法務局（名古屋市） 月〜金   10〜16 時 1〜2 回/年 程度 
市役所市民相談課 毎月第 2・4 火曜日 10〜12 時 1 回/年 程度 

  ※相談の中で人権侵害の申告を受けた場合は、法務局職員につないでいただきます。 
②啓発活動 

   《人権教室（講座、ワークショップ）》 
  こども園や小中学校からの依頼を受け、出前講座（人権クイズ、DVD 視聴、紙芝居等）やワー

クショップを行います。 
 《人権作文コンテスト、人権作品コンクール》 

  作文や作品の応募依頼のための学校訪問や、応募された作文等の審査を行います。 
（人権作文、ポスター、書道、標語） 

③定例会への出席 
  毎月第１木曜の午前中に、名古屋法務局豊田支局で定例会が行われます。委員相互の情報

交換や勉強会を行います。 
④部会活動 
  こども人権委員会、研修部、啓発部等の部会のいずれかに所属し、各部会の方針に基づき啓発

活動、研修、協議会の運営を行います。 



 ⑤研修 
  人権擁護委員としての職務執行に必要な知識を習得すること等を目的とした各種研修があります。

（委嘱時研修、第一次研修、第二次研修等）。 
 
３ 人権擁護委員の委嘱までの流れ 

① 市民相談課で、任期満了を迎える委員に継続意思の確認をします。 
② 地区区長会長に退任か継続かをお知らせします。 
③ 退任の場合は新しい委員候補者の方の推薦書を、継続の場合は現委員の方の推薦書を地区

区長会長名でご提出をお願いします。 
④ 市民相談課で、新しい委員候補の方、継続委員の方から承諾書を提出していただきます。 
⑤ 市議会で同意を得ます。 
⑥ 市民相談課から法務局へ推薦書を提出します。 
⑦ 法務大臣から委嘱します。 
 
〜スケジュールの目安〜 
（4 月就任） 

 5 月 6 月〜 ８月 9 月 12 月〜 
区  人選 推薦   
市 区長会長へ依頼  推薦書受理 議案提出 12 月議会・国に推薦 

（10 月就任） 
 11 月 12 月〜 ２月 3 月 6 月〜 

区  人選 推薦   
市 区長会長へ依頼  推薦書受理 議案提出 6 月議会・国に推薦 

 
４ 依頼事項 
 
《令和 8 年３月末で任期満了を迎える委員》 ※就任は令和 8 年４月１日 
 

藤岡地区の人権擁護委員に継続意思の確認をした結果、 
現委員が継続していただくことになりましたので、令和 7 年６月末までに推薦書の提出をお願いします。 

 
《令和 8 年９月末で任期満了を迎える委員》 ※就任は令和 8 年１０月１日 
 

梅坪台、保見、猿投地区の人権擁護委員に継続意思の確認をし、11 月頃に地区区長会長へご連
絡します。  
※現委員が継続される場合、令和７年 12 月末までに推薦書の提出をお願いします。 
※現委員が退任される場合、令和８年２月末までに候補者を選任いただき、推薦書の提出をお 

願いします。 












